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杉 山 昌 行

平成 26 年新年のご挨拶

　神奈川県印刷工業組合員並びに関係各社の

皆様、新年明けましておめでとうございます。

2014 年の新春を迎え謹んでお喜び申し上げ

ます。

　昨年の日本経済を振り返りますと日本とし

ては極めて珍しい「消費主導」の景気回復で

はなかったかと思います。一昨年末の政権交

代に伴う経済政策により円安・株高の流れが

強まり、消費者の景況感が改善し年前半は年

率 4％近い成長が見られました。しかし夏場

頃に円安・株高の流れに歯止めがかかり、消

費者マインドはやや低下しました。アベノミ

クスによる三本の矢政策と共に東京オリン

ピック開催決定の報があり日本が上を向く時

代になりつつあるのかと思います。しかし

我々中小企業にとっては、その政策効果の影

響も受ける事が出来ず本年 3月消費税アッ

プに直面することとなります。このような時

代はより自社の足元を固めるための経営をし

なければならないと考えます。

　当組合としては、組合員企業の皆様に対し、

経営のサポートを努めて行きたいと思いま

す。昨年はＢＣＰを中心とした有事の際の行

動や、データベースシステムを神奈川県独自

に立ち上げ皆様に提供してまいりました。本

年を継続事業としてこれらの事業を進めてま

いります。

　また近年において顧客満足を高める事がこ

の数年言われておりますが “ 顧客満足を高め

るには ”とは、どうしたらよいのでしょうか。

お客様の言われる通りにすることが正しい事

なのでしょうか。お客様の満足を得るには、

まず社員の満足を得る事、人材に投資する事

が顧客満足を得る一つの方法であり、お客様

に対する社員の姿勢が評価されることが顧客

満足に繋がると思います。当組合も引き続き

人材育成の為のセミナー等、開催してまいり

ますのでより多くの参加をよろしくお願いい

たします。

　終わりに、皆様方のご健勝と各企業のます

ますのご繁栄をご祈念申し上げ、新年のご挨

拶とさせていただきます。本年もご支援ご協

力よろしくお願いいたします。

神奈川県印刷工業組合理事長
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会 長

全日本印刷工業組合連合会

島 村 博 之

新 年 の ご 挨 拶

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げますとともに、本年
も一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、昨年は富士山の世界遺産登録、2020 年の東京オリンピックの開催決定、アベノミクスによる景
気の回復傾向など、日本全体が活気づくニュースが相次ぎ、漸く薄日が差し始めましたが、印刷業界にお
きましては、資機材の値上げ問題、消費税率の引き上げに向けたカルテルの準備など、引き続き環境変化
への対応を迫られた年でした。
　このような中、全印工連では、昨年 10月に開催された全印工連フォーラムにおいて、2020 年までの
印刷産業の将来像を予測し、今後の発展を期するための指針とする「印刷道～ソリューション・プロバイ
ダーへの深化～」を発表し、その中で、印刷業が進化し得る方向性として、地域活性プロモーター、特定
機能プロバイダー、特定業界スペシャリスト、メディアプロダクトメーカー、パーソナルメディアショッ
プ、印刷製造スペシャリストの６つのカテゴリーを提案しました。
　これまでも、印刷産業は社会・文化の一翼を担う非常に重要な役割を果たしてきました。「情報」と「感
性」を様々なメディアを通じて提供し、人々の生活を彩り、暮らしを豊かにする誇り高い仕事というアイ
デンティティは今日においても受け継がれており、私たちはこれを次世代に引き継いで行かなければなら
ない責任があります。
　時代は移り変わっても、「印刷」のアイデンティティは普遍です。今回のビジョンの発表にあたり、あ
えて「印刷道」という言葉を使ったのは、「印刷」の原点に立ち返り、これからも社会から必要とされ、
社会を支える産業としての大きな可能性を追い求め、それを確実に掴みとる道を歩む宣言をするためです。
ユーザーやクライアントが求めている、また、これから求められるであろう様々なソリューションを提供
し得るのは、あらゆる産業界に通じている印刷産業に他なりませんし、私たちはそれに応えていかなけれ
ばなりません。
　全印工連では、全国の組合員の１社１社が明確なビジョンを掲げ、その達成に向けて着実な前進を図る
ためのサポートを、全力を挙げて力強く支援していく所存です。
　結びに、2014 年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう心から祈念いたし
まして、年頭のご挨拶といたします。
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会 長

神奈川県中小企業団体中央会

森 　 　 洋

年 頭 の ご 挨 拶

　会員並びに関係者の皆様、明けましておめでとうございます。お健やかに平成 26年の新春を

お迎えになられたことと、心よりお慶び申し上げます。

さて、昨年はアベノミクスにより年が明け、長期にわたるデフレを反転させ、景気低迷からの脱却を最優

先課題として、「異次元の金融緩和」などに象徴されるような、思いきった政策が打ち出された年であり

ました。

　県では、これに呼応するように、成長戦略の実践場として、生命科学分野とロボットの２つの特区が設

けられるなど、経済活性化に向けた施策も動き出しました。

本会でも、成長戦略の一端を担うべく、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業を受託し、

長らく続いた円高により、逆風の下にさらされていた「ものづくり企業」の底力を引き出すべく、400

を超える県下の中小企業の後押しを積極的に行った年でもありました。

　全てが同じベクトルを向きつつあるなか、2020 年の東京五輪開催も新たな経済効果への期待感となり、

ようやく中小企業にも景気回復の兆しが見え始め、実際、会員の皆様からは、小さいとは言え、明るい声

も聴こえて参りました。

　しかし、一方では、燃料・原材料の値上げや、消費税増税前の駆け込み需要後の反動及び適正転嫁、人

材確保難などから、本格的な景気回復を享受することなく、多くの中小企業が取り残される懸念も払拭で

きずにおります。

　新たな年を迎え、直面する一つ一つの経営課題を確実に乗り越えるため、「現場の知恵」をてこに、新

陳代謝を加速させ、未来の扉をともに開いていこうではありませんか。本会は、神奈川県や国の中小企業

施策を活用し、見える成果に結びつけるべく、新たな連携事業、組織づくりや中小企業の経営革新などに

取り組みます。時代の変化に適応する中小企業組合及び中小企業の皆様に、ご満足をいただける支援を目

指し、県内中小企業の振興・発展に全力を傾注してまいる所存であります。

　皆様には、昨年に変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げるとともに、ご健勝、ご活躍を心から祈念

申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
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26

26 15 （水曜日）

9 木

　神奈川県印刷関連産業協議会主催の新年賀詞交歓の集いが下記により開催されます。新年のスタート

と皆様の更なるご活躍を祈念しつつ、関係各位の意見交換の場となるため、印刷関連産業を代表する皆

様にご参加頂きたいと思います。

　時節柄ご多忙のことと存じますが、印刷関連業界４団体の合同開催により業界関係者が多数参加する

新年賀詞交歓の集いですので、お一人でも多くの方々のご参加を賜りたくお願い申し上げます。

○日　時：2014（平成26）年１月15日（水）17：30より受付　18：00開宴

○会　場：ローズホテル横浜

　　　　　横浜市中区山下町７７番地　　電話045－ 681－ 3311

※お申し込み・お問い合わせは神奈川県印刷関連産業協議会事務局（TEL:045 － 441 － 4223）まで。

　参加団体　　　　　　　　　　　　　　　T E L　　　　　　　　　FAX

　　①神奈川県印刷工業組合	 	 ０４５－４４１－４２２３　　０４５－４５３－２３８３

　　②神奈川県製本工業組合	 	 ０４５－２５２－２５７６　　０４５－２５２－２５８１

　　③ (社 )日本グラフィックサービス工業会	 ０４５－５１１－５９８２　　０４５－５０５－０３５０

　　④横浜紙友会	 	 	 ０４５－７１２－２３１１　　０４５－７２１－０８８６

印刷関連産業協議会「平成26年新年賀詞交歓の集い」開催のご案内
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神奈川県印刷工業組合
データ保全 ｉシステム

Rev.01

■費用 1TB (3アカウント付き)

初期費用：10,000円、月額費用：10,000円

国内最高レベルのデータセンターにて運用

強固なセキュリティの安全で堅牢なクラウドサービス

簡単な操作でデータをコピー

iPad iPhone Android Windows PC

お申し込み：(株)アイネット データセンター事業部 045-682-0835

大容量メニューが新登場！！

1ヶ月無料キャンペーン実施中！！
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カラー POD システム
Color C75 Press

高度なプリントニーズに応える
カラー・オンデマンド・パブリッシング・システム

〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 4-4-2 横浜ブルーアベニュー 13 階　☎ 045-681-1101

New !

2013 サンタプロジェクトの報告

　当組合が一昨年から環境委員会（森下治委員長）
を中心に参加している＜横浜サンタプロジェクト
＞が、今年も 12 月 14 日（土）パシフィコ横浜
円形広場で盛大に開催されました。
　これは、企業・大学・行政等異なる性格の組織
が対等に集い連携できる場を創って、地域の様々
な課題の解決を促し、市民が支える地域社会づく
りの実現を応援するという趣旨で平成 20年に設
立された特定非営利活動法人アクションポート横
浜が肝入りとなり、毎年 12月に、サンタで横浜
に笑顔をプレゼントしようというプロジェクトイ
ヴェントで、横浜市内の企業、ＮＰＯ、市民が集
まって実行委員会を結成して実施されています。
　当組合も毎年実行委員会に参画していますが、
今年は印刷関連産業協議会としても参加・協力を
始めました。
　イヴェント当日に先立ち、子供たちに届けるプ
レゼントの提供を組合と印産協メンバーに呼びか
けたところ、メモ帳・ノート・お絵かき帳・折り
紙・カレンダーなどをはじめ、ぬいぐるみ・おも
ちゃ・各種ノベルティ・各種バッグなどが多数寄
せられ、これらは、およそ 600 個のプレゼント
袋に納められました。
　昨年は雨にたたられて子供たちの集まりも今一
つでしたが、今年は快晴に恵まれた絶好の日和、
目標通りのイヴェントになりました。12 時に始
まったオープニングセレモニーには、500 人を
超えるサンタが大集合、横浜市長からのメッセー
ジやスウェーデン大使館からのエールが紹介さ
れ、広場では、テントブースが設営されて、子ど
もたちの笑顔がはじけ始めました。印刷組合と印
産協もブースを開き、子どもたちに輪投げなどの

ゲームを提供、終日大勢の子供たちの人気を集め
ました。
　イヴェントでは、サンタがオープンカーに乗っ
て障碍者施設・養護施設・地域訓練会などにプレ
ゼントを届ける訪問サンタ、サンタが運転した
オープンカーに子どもたちを乗せてみなとみらい
を 15分くらいミニドライブをするドライブサン
タ、パシフィコ周辺から中華街あたりまで行って
ゴミを集める清掃サンタ、などが展開されたほか、
サンタの発信基地であるパシフィコ横浜円形広場
では、広場サンタと銘うって、さまざまなステー
ジパフォーマンスが実施されました。子供たちに
よるダンスステージ、市民によるバンド演奏、人
気の高いヒーローショーなど盛りだくさんのプロ
グラムは、それ自体、子どもたちの良いプレゼン
トになったようです。

環境委員長　森下　治

たいへん多くの組合員の方々から、工夫を凝ら
した子どもたちへのプレゼントを提供していた
だきました。心のこもったご協力をありがとう
ございました。
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CSR 認定制度　第 2期 20 社を認定
全日本印刷工業組合連合会

　全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連）は、本年９月 26	日の CSR	認定委員会において、第２期

となる 20	社をワンスター認定企業として認定した。これにより、本年６月からスタートした CSR	認定制

度の CSR	認定企業は計 60	社となった。

　全印工連では、会員企業の CSR	推進の普及啓発の一環として今年度より認定制度をスタート。第２期

は５月～７月の応募期間に 21	社が申請し、20	社認定された。従業員数 20	名以下の企業が 75％を占め

る全印工連において、小規模企業にも取り組みやすいように、CSR	を体系的にまとめたガイドラインに基

づいて申請のためのチェックリストを策定。ガイドラインでは中小印刷業の特質を踏まえ、①コンプライ

アンス、②環境、③情報セキュリティ、④品質、⑤雇用・労働安全、⑥財務・業績、⑦社会貢献・地域指

向、⑧情報開示・コミュニケーションという８つの領域に分けて、各項目において必要とされる取り組み

をチェックリスト形式で列挙している。全印工連では、年４回認定募集を行い、現在は第４期認定（平成

26	年３月認定）募集の応募申込みを受け付けている。

神奈川県印刷工業組合内での認定企業（★は 2期認定）

　■㈱協進印刷　　　　　横浜市神奈川区大口仲町 108 番地

　■㈱大川印刷　　　　　横浜市戸塚区上矢部町 2053

　★関東プリンテック㈱　横浜市金沢区福浦 1-12-10

【問合先】
全日本印刷工業組合連合会	〒 104-0041	東京都中央区新富 1－ 16－ 8	日本印刷会館４階
TEL	03 － 3552 － 4571　FAX	03 － 3552 － 7727　	E-mail	csr@aj-pia.or.jp

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全印工連 CSR 認定制度とは･･･ 

CSR（企業の社会的責任）の重要性が叫ばれる中、取り組みが 
難しいとされる中小企業でも、自ら襟を正し、顧客、社員、金融 
機関、地域社会等のステークホルダー（利害関係者）から信頼さ 
れる企業になるべく努力すべきとの認識から、2010年に青年部 
組織である全国青年印刷人協議会（全青協）で調査・研究事業を 
開始、2013年度より認定制度としてスタートした。 
CSR認定企業は、自社の名刺、会社案内、ホームページに CSR 

マーク（右図参照）を表示できるほか、顧客の印刷製品にも CSR 
マークを表示して CSRに取り組む印刷会社が製作した印刷製品で 
あることをアピールすることができる。 
 
審査機関：横浜市立大学 CSRセンター 
認定委員：広告、紙卸、メーカー、シンクタンク、地域貢献認定 

企業経営者など外部の CSRの専門家、経済産業省（オ 
ブザーバー）等で認定委員会を構成し、横浜市立大学 
CSRセンターの審査報告をもとに認定を行う。 

 
ﾜﾝｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 

 

 
ﾂｰｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 

 

 
ｽﾘｰｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 
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平　成　25　年　度・衛　生　管　理　実　務　講　座
「化学物質管理の適正化～安全データシート（SDS）
と労働衛生保護具の有効・適切な活用方法」のご案内

　日医・認定産業医　生涯研修（専門・実地）単位　認定申請予定
　日本産業衛生学会・産業看護職継続教育（実力アップコース）単位　認定申請予定

　　　　　　主　催　神奈川産業保健推進センター　　神奈川衛生管理活牲化委員会
　　　　　　共　催（公社）神奈川県医師会
　　　　　　後　援　神奈川労働局　（公社）神奈川労務安全衛生協会
　　　　　　　〃　（依頼中）　（公社）川崎市医師会　（一社）小田原医師会　（一社）相模原市医師会
　　　　　　　〃　　神奈川県印刷工業組合

　化学物質による健康障害防止対策は、本年度を初年度とする第 12次労働災害防止計画（平成 29年度の 5ケ
年計画）の重点の 1つとして、同・計画では「GHS 分類で危険有害性を有する全ての化学物質について、危険
有害性の表示と SDS の交付を行っている化学物質製造者の割合を平成 29年度末までに 80％以上とする」とい
う目標が、さらに神奈川労働局・第 12次労働災害防止推進計画でも「危険有害性のある化学物質を取り扱う事
業場の化学物質にかかるリスクアセスメント実施事業場の割合を 50％以上とする」という目標が設定されてお
り、化学物質のリスクアセスメントの実施、危険有害性の表示と安全データシート（SDS）の活用促進等、化学
物質とその取扱い作業の管理の適正化が重要な課題になっています。
　本年度の衛生管理実務講座は、適切・適正な化学物質管理の基本として重要な SDS をいかに事業場で有効に
活用するか、化学物質を取り扱う作業に必要な労働衛生保護具をいかに適切に選択するか等のポイントに焦点を
あてた研修、さらに化学物質取扱い作業に必要な「呼吸用保護具」のフィッティング度チェックの仕方に関する
実習を行います。さらに、本年度の研修では、神奈川産業保健推進センターが平成 24年度に取り組んだ調査研
究活動「有害物質等取扱いマニュアルの作成」成果としての 6種類の化学物質とアーク溶接作業に関するマニュ
アル・ポスターを無料で配布します。
　事業場の衛生管理者、衛生推進者・安全衛生推進者をはじめとする労働衛生管理・実務の御担当は勿論、産業
医・産業看護職等の産業保健スタッフ等、幅広く多数の御出席を頂けますよう　お願い申しあげます。

記

１．日時・場所・定員
①＜第 1回目－川崎地区＞
　　平成 26年 2月 10日（月）13：30～ 16：45（13：00から受付開始）
　　川崎市産業振興会館 9F第 3研修室　( 川崎市幸区堀川町 66－ 20）
　　［定　員］衛生管理者をはじめ、事業場の衛生管理実務担当者（産業看護職を含む）60人
　　　　　　産業医 30人
②＜第 2回目－小田原地区＞
　　平成 26年 2月 12日（水）13：30～ 16：45（13：00から受付開始）
　　小田原箱根商工会議所 1F	A ホール（小田原市城内 1－ 21）
　　［定　員］衛生管理者をはじめ、事業場の衛生管理実務担当者（産業看護職を含む）50人
　　　　　　産業医 30人
③＜第 3回目－相模原地区＞
　　平成 26年 2月 21日（金）13：30～ 16：45（13：00から受付開始）
　　相模原南メディカルセンター大会議室（相模原市南区相模大野 4－ 4－ 1グリーンホール相模大野内）
　　［定　員］衛生管理者をはじめ、事業場の衛生管理実務担当者（産業看護職を含む）50人
　　　　　　産業医 30人
④＜第 4回目－横浜地区＞
　　平成 26年 2月 26日（水）13：30～ 16：45（13：00から受付開始）
　　神奈川産業保健推進センター研修室（横浜市神奈川区鶴屋町 3－ 29－ 1第 6安田ビル 3F）
　　［定　員］衛生管理者をはじめ、事業場の衛生管理実務担当者（産業看護職を含む）30人
　　　　　　産業医 20人
２．講座内容・講師　＜第 1回目～第 4回目まで、いずれも内容は同じです＞
　1）講演「化学物質情報を有効に活用するために！」
　　　神奈川産業保健推進センター　　産業保健（基幹）相談員
　　　白須労働衛生コンサルタント事務所　所長　白須　吉男　氏
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　2）講演「化学物質による曝露を防護するための労働衛生保護具の適正な選択と使用について」
　　　神奈川産業保健推進センター　　産業保健（地域担当）相談員
　　　（学）十文字学園　　十文字学園女子大学　大学院　人間生活科学研究科　教授　田中　　茂　氏
　3）講演「化学物質に対する呼吸用保護具の正しい使用方法（フィットチェックを含む）」
　　　スリーエム　ヘルスケア㈱　安全衛生製品事業部　保護具シニアアドバイザー　宗像　壯典　氏
３．参加費　＜第 1回目～第 4回目　いずれも＞　無料
４．申込方法
　　　本「ご案内」内の申込書に必要事項を記入し、FAX又は郵便でお申込みください。インターネットによる
申込みは、当センターHPの研修・講習会・交流会案内からお願いします。

　　　申込締切日は、いずれも各開催日の１週間前です。なお締切日以前であっても定員に達した場合は申込み
受付を終了致しますので、予め御承知ください。申込みを受け付けた方には後ほど、「受講票」（ハガキ）を
お送り致します（HPからの申込みは受信メールが受講票になります）。

５．申込先　（独）労働者健康福祉機構　神奈川産業保健推進センター
　　　　　　〒 221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町 3－ 29－ 1第 6安田ビル 3階
　　　　　　TEL	O45（410）1160　　FAX	O45（410）1161　HP		http://www.sanpo-kanagawa.jp

きりとり線
平成 25年度「衛生管理実務講座」申込書

FAX  045（410）1161
神奈川産業保健推進センター宛　※蘭は記入しないでください

①　日医・認定産業医の方

③　上記①・②以外の方

〈〈連絡先〉〉
事業場名

部 署 名

所 在 地
〒

TEL （　　　）

（　　　）FAX

※受付No.

※受付 No.

※受付 No.

参加者氏名（フリガナ）

参加者氏名（フリガナ）

参加者氏名（フリガナ）

役　職　名
会　員　　非会員

（認定No.　　　　　　　　　）

役　職　名

職種（該当に○を）

衛生管理者・事業主・その他
保健師・看護師・労務担当者

衛生管理者・事業主・その他
保健師・看護師・労務担当者

県・医師会産業医部会への加入（該当に○を）

②　日本産業衛生学会・産業看護部会　登録産業看護師の方

受講申込日

平成 26年 2月 10日（月）　川崎市産業振興会館
受講を希望される
日に○印をご記入
願います。

平成 26年 2月 26日（水）　神奈川産業保健推進センター
平成 26年 2月 21日（金）　相模原南メディカルセンター
平成 26年 2月 12日（水）　小田原箱根商工会議所
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　消費税法の一部が改正され、消費税及び地方消費税を合わせた税率が従来の 5％から平成 26年 4月に

8％、平成 27年 8月に 10％に引き上げられる。これに関連し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた

め、消費税の転嫁を阻害する行為の是正に関する特別措置法「消費税転嫁対策特別措置法」が平成 25年

10 月１日から施行されている。消費税率引き上げにあたって、印刷物制作で注意すべきポイントを確認

してみる。

　　　　　　　　禁止される行為・禁止される表示の具体例　　　　　　
　

■消費税に関連する形での安売り宣伝や広告を行なうことを禁止

　消費税は製造、卸、小売りなどの各取引の段階で課税されるが、最終的には価格に転嫁されて消費者が

負担している。ところが、実際には各取引の段階で取引先との力関係や様々な理由で消費税の転嫁ができ

ないケースもでている。納税義務者は事業主であるため、転嫁できなかった分は事業主の負担になり、経

営に大きな影響を及ぼしている。そこで、今回の消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができる

ように新しく「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正などに関

する特別措置法（転嫁対策特別措置法）」が成立した。

Ⅰ . 消費税の転嫁拒否などの行為の是正に関する特別措置　平成 26年 4月 1日以降に供給する商品また

は役務について、消費税の転嫁を拒む行為なとが禁止される。適用対象となる主な取引及び禁止される行

為は以下のごとく。

■禁止される行為と具体例

　①減額 /本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約したが、消費税分の全部または一部を

事後的に対価から減じること。

　②買い叩き /原材料費の低減なとの状況変化がない中で、消費税率引き上げ前の税込価格に消費税率引

き上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること。

　③購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制 /消費税率引き上げ分を上乗せすることを受け入

れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットを購入させること。

　④税抜き価格での交渉の拒否 /消費税抜き価格（本体価格）で交渉したいという申し出を拒否すること。

　⑤報復行為 /転嫁拒否された事業者が①～④の行為が行なわれていることを公正取引委員会などに知ら

せたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取り扱いをする

こと。

　※違反行為を防止または是正するために、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・

助言を行なう。また、違反行為があると認められるときは、公正取引委員会が勧告を行ない、その旨が公

表される。

　この件に関する問い合わせ先：公正取引委員会取引企画課　TEL 03（3581）5471（代表）

消費税転嫁対策措置法が施行
消費税率引き上げでの注意ポイント
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	・対象事業者：中小企業	（法人税法上の中小企業 : 資本金 1億円以下）
	・税制の概要：産業競争力強化法の制定に伴い、生産性向上設備等（最新モデルで生産性が 1％以上向
上するもの）に該当するものを取得した場合、取得価額までの全額を一括償却するか、税額控除のど
ちらかを選択できます
	・特別措置内容：取得価額までの全額を一括償却または取得価額の 7％（資本金 3,000 万円以下の企
業は 10％）の税額控除
	・適用期間：産業競争力強化法施行日から（平成 25年 12月４日成立）

設備投資促進税制の対象となる設備（一部抜粋）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
種類　　　　　　金額　　　　　	用途・細目（一部抜粋）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
機械装置　　　　160 万円以上　　限定なし（印刷機・製本機等の生産設備）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
器具備品　　　　120 万円以上　　中小企業が取得するサーバー（OS含むもの）など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建物付属設備　　120 万円以上　　1. 電気設備（照明含む）、	2. 冷暖房・ボイラー設備、	3. エレベータ
など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ソフトウェア　　70万円以上					中小企業が取得するもので、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及
び分析・指示機能を有するもの（生産管理ソフトなど）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注意点
※税額控除は法人税額の 20％が上限になります（なお控除限度超過額の繰越は 1年に限り可能）	
※従前の税制より税額控除額・償却可能額が拡充（従前では税額控除は資本金 3000 万円超の企業は適
　用外でした）
※施行後の確定情報で最終のご確認をお願いします

□お問い合わせ：中小企業庁事業環境部財務課　TEL　03 - 3501 - 5803

～【税制】中小企業投資促進税制の拡充（中小企業が対象）～
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組
合
員
の
動
き

１０月２９日	 危機管理対策特別委員会	 組合事務所
１１月　７日	 三役会	 組合事務所
１１月１３日	 印産協　理事会	 組合事務所
１１月２１日	 理事会	 組合事務所
１１月２５日　印産協異業種交流研修会危機管理対策セミナー	 かながわ県民センター
１２月　４日	 印産協　三委員会合同委員会	 かながわ労働プラザ
１２月１２日	 常務理事会	 組合事務所
１２月１４日	 横浜サンタプロジェクト 2013	 パシフィコ横浜広場
１２月２７日	 仕事納め

平成26年１月15日現在　211社

脱 退 川崎支部　　　　㈲精美堂印刷所
川崎支部　　　　㈲ニットー
横浜中央支部　　大洋印刷工業㈱
川崎支部	 　㈲セイユウ企画

小田原支部　中村　温　　６１歳　平成２５年１２月１４日　文化堂印刷㈱
	 　　　　　　　　　　　　（元）取締役（組合理事・教育労務副委員長）
湘南支部　　田島チヨ子　８０歳　平成２５年１２月１６日　山協印刷㈱　社長の御岳母

謹んでお悔やみ申し上げます。

代表者変更 湘南支部	 　㈱トーカイ	 柴草　行男

訃 報

FAX番号変更 川崎支部　　　　㈲安　達　０４４－３３０－１６２４

住 所 変 更 小田原支部	 寿電版㈱　〒 250-0001		小田原市扇町４－８－４７
　　　　　　　　TEL　０４６５－２０－３７５１　FAX　０４６５－２０－３７４６
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タテ	
（１）勝利の女神。○○
（２）北アメリカ西海岸地方に分布する、世界最大ともいわれるス

ギ科の樹木。○○○○。
（３）関節痛に効くといわれている成分。○○○○○○○。
（４）○○ブロック
（５）明治政府の改革の１つ。廃○○置県
（６）通信販売の略称。○○○○
（７）幻の魚といわれる大きな魚。鍋料理などで食べる。○○。
（８）自由席は座れない可能性があるので、○○○○○を取った。
（９）時事情報。○○○○。
（１０）罠。○○○○。
（１１）松本清張の長編推理小説。点と○○。
ヨコ	
（Ａ）禁煙ガム。○○○○○
（Ｂ）剣術の達人を総称して。○○○○
（Ｃ）ユリ科の植物。レバーと炒めて食べると美味しい。○○
（Ｄ）○○○○所が正式名称だったけど、１９９４年から正式に交

番と呼ばれるようになった。
（Ｅ）貼りつける文房具。○○○○○○○
（Ｆ）金属の通貨。○○○。
（G）坐るための道具。○○
（H）○○について、よーい、ドン！！	
（Ｉ）川中美幸。おんなの一生～○○の花～。
（Ｊ）下剤に含まれる代表的な大腸刺激性下剤成分のセンノシド A,B

は、○○○○○○○配糖体です。

　　　『カギ』の 5文字で、言葉を作ろう！

■応募方法締切

下記解答欄 5マス及び社名、氏名、連絡先 TEL を記入の上、このページを 2014 年 1月末日までに神奈川
県印刷工業組合		事務局へFAX045-453-2383にてお送り下さい。　（期日を過ぎると抽選対象外となります）
正解者の中から抽選で 10名様に粗品を進呈いたします。当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせて
頂きます。

頭の体操 ☆柔軟発想へ Go!!

解 答 欄 □□□□□
社　　　名

氏　　　名

連絡先 TEL

ヒント：目薬



本社／東京支店　
〒135-0044　東京都江東区越中島1-1-1 ヤマタネ深川1号館1階
                     TEL： 03-5621-8266   FAX： 03-5621-8379

　　　             　 
   


